
PFI検討会の対象とする事業について

PFI検討会は施設整備費補助金を導入する事業のうち、PFI法に基づき事業

化するPFI事業について、高い専門性に基づいた審議が必要な事項が多いた

め、専門的見地を持っている有識者において事業の妥当性を判断していただ

く必要があるため、検討の対象としている。

＜PFI以外のPPPについて＞

・大学の実施しているPPPについては、補助金導入の実績はない。（予定も

なし。）

・仮に補助金導入を前提としたPPP事業の要求があった場合、PFI事業と類似

する整備手法として、その取扱いを検討する必要がある。
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PFI手法以外の方法（PPP手法）
手法名 手法内容

DB方式 (Design-
Build) 

民間事業者に公共施設等の設計・建設の一括発注又は性能発注する手法。

DBO方式 (Design-
Build-Operate) 

民間事業者に公共施設等の設計・建設の一括発注と、維持管理・運営等の一括
発注を包括して発注する方式。 所有は公共側が担う。

指定管理者
制度

地方公共団体が公の施設の維持管理・運営等を管理者として指定した民間事業
者に包括的に実施させる手法。

包括的民間
委託方式

公共施設等の維持管理・運営段階における複数業務・複数年度の性能発注によ
る業務委託。

負担付き寄附 国立大学法人等の敷地に民間事業者が施設を建設し、完成後一定条件の下、民
間事業者から施設の寄附を受け、その建物を事業者へ貸与し、民間事業者が賃
料や事業収入により建設費の回収を行うと共に維持管理、運営業務を行う。

民間建設借上（買
取）方式

借上（買取）方式による公共施設等の整備

定期借地権方式 国立大学法人等の土地の一部に「定期借地権」を設定し、民間事業者に土地を
貸与する。民間事業者は設計・建設を行った後、賃料や事業収入により建設費
の償還を行うとともに、維持管理、運営業務を実施する。

ESCO事業 民間事業者とエネルギーサービス契約を締結し、省エネルギー改善に必要な技
術・設備・人材・資金などを包括的に提供させる手法。
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